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＊上記書籍に誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。 

 

●８頁 16 行目 

限定責任信託をも１つの → 限定責任信託をもう１つの 

 

●14 頁４行目 

選任を請求 → 選任の請求 

 

●32 頁 14 行目 

抵抗できることになる → 主張できることになる 

 

●33 頁 23 行目 

添付よって → 添付によって 

 

●34 頁５行目 

（226 条１項柱書） → （225 条） 

 

●37 頁７行目 

信託財産と個別財産 → 信託財産と固有財産 

 

●54 頁 26 行目 

破産財産 → 破産財団 

 

●56 頁 26 行目 

責任の免除 → 責任を免除 

 

●57 頁 17 行目 

個人である受託者等には、 → 個人である受託者等は、 

 

●61 頁 13 行目 

取消権の可否 → 取消しの可否 

 

●63 頁 25 行目 

当然であり、 → 当然である。受託者が「信託の本旨」に従うと規定されたことは、 

 

●96 頁 11 行目 

受託者の違法行為 → 受託者の信託違反行為 

 

●105 頁４・６・８行目 

または有益 → 削除 

 

●106 頁 23 行目 

についても、費用と同様に償還を受ける → について、賠償を受ける 

 



●107 頁１・５行目 

償還 → 賠償 

 

●112 頁 23 行目 

辞任の事由 → 辞任の自由 

 

●115 頁 21 行目 

（同項６号） → （同項７号） 

 

●187 頁 10 行目 

（122 条１項） → （122 条） 

 

●189 頁 25 行目・192 頁 18 行目 

利害関係人の請求によって → 利害関係人の申立てによって 

 

●220 頁 24 行目・221 頁１行目 

163 条２項 → 163 条２号 

 

●243 頁 13～15 行目 

委託者および受託者の氏名または名称および住所（３号）、事務処理地（４号）、ならびに、信託財産に属する財産

の管理または処分の方法（５号）は、232 条１項により、 →受託者の氏名または名称および住所（３号）ならびに限

定責任信託の事務処理地（４号）は、232 条により、 

 

●259 頁 26 行目 

信託財産責任債務 → 信託財産責任負担債務 

 

●268 頁９行目 

230 条４項 → 230 条５項 

 

●275 頁１・２・17 行目 

法律 17 条１項 → 法律 17 条 

 

●275 頁 27 行目 

信託財産法人管理人の名称 → 信託財産法人管理人の氏名又は名称 

 

●277 頁８行目 

すみやかに変更が → すみやかに変更の登記が 

 

●280 頁１行目 

（184 条）、清算終了の → （175 条、184 条）、清算結了の 

 

●299 頁 18 行目 

（358 条１項） → （258 条１項） 

 


